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高層建築物等における歩行困
難者等に係る避難安全対策

弊社top pageへ

エレベーターには　常用エレベーターと非常用エレベーターがあります。　消防隊が到着するまでの間　一時避難エリアからの避難誘導に活用できるのは　非常用エレベーターのマーク図3の

歩行困難な方が消防隊到着まで待避できるエリアが定められました

歩行困難者とは：　高齢者、障害者など火災発生時の避難行動が困難となることが懸念される方をいいます

階段を使った避難が困難な方は、各階の　一時避難エリア　へ避難することが重要となります。

階段を使用した避難が可能な方は、従来どおり階段を使用した迅速な避難をしてください。

階段を使用した避難が困難な方のみ、消防隊が到着するまでの間、一時避難エリアの区画の中で待避することができます。
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一時避難エリアには　図１　のマークが設置されます。

すべての建物で　非常用エレベーターを活用した避難誘導ができるわけではありません。

不特定多数の方が利用する建物では、一時避難エリアに至る経路に、　図2　のマークが設置されます。

非常用エレベーターを活用した避難誘導は、歩行困難者の方のための取り組みです

マークが貼られたもののみです。

http://www.nbs119.co.jp/

図　1 図　2

図　3

一時避難エリア 一時避難エリア通路標識

避難誘導用エレベーター標識
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　　　　　　検査を終了し、非常用エレベーターを避難誘導に活用できる建物にのみ　図3　のマークが設置されます。

　　　　　　　　常用エレベーターは、火災時に停止する機能がありますので、絶対に避難に使用しないでください。

　　　　　　　火災状況によっては、　図3　のマークが貼られたエレベーターでも、避難誘導に活用できない場合があります。

http://www.nbs119.co.jp/
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　　　避難誘導時にエレベーターを操作する要員として、防災センター要員講習修了者、自衛消防技術認定証保有者などの専従員が必要となります。

　　　　　非常用エレベーターを避難誘導に活用したい建物の関係者は、消防署長に届出し、検査を受け、事前の訓練をすることが必要となります。

エレベーターの運行は　避難者自らが行うものではありません。

火災発生階など危険な階から順に、消防隊が救出に向かいますので、一時避難エリアで救出を待ってください。
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平成25年9月30日

高層建築物における歩行困難者等に係る避難安全対策の概要

高層建築物等における歩行困難者等の避難安全対策の推進について

1　指導の対象とする高層建築物

2　主な避難安全対策（別紙参照）

3　届出及び検査

http://www.nbs119.co.jp/
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高層建築物等における歩行困
難者等に係る避難安全対策

運動能力の低下、認知症の影響等により、火災時の避難行動等が困難となることが懸念される者のほか、これらの者と同様に避難困難性が懸念される視
覚障害者、聴覚障害者、車椅子使用者、松葉杖使用者等をいう。

病院や社会福祉施設などの歩行困難者等が多数いる施設や、大規模な複合用途防火対象物などにおいて、水平避難を優先させることを目的として、平面
を大きく複数に防火区画することをいう。

一時避難エリア 火災時において、消防隊が避難誘導を完了するまでの間、歩行困難者等が一時的に溜まることができる場所で、一時避難エリアの要件に適合するものを
いう。

安全区画

弊社top pageへ
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火災室からの火煙を防ぎ、避難者の安全を図ることを目的として、避難経路に相当する部分を適切に区画した部分をいう。平面計画によっては、避難経路
に沿って複数の安全区画が設けられる場合があり、避難を開始する部分に近いものから　第1次安全区画　第2次安全区画　と順位をつけて呼称する。

避難誘導用エレベーター
非常用エレベーター（建築基準法施行令（昭和25年政令第338号　以下　建基政令）第129条の13の3第1項に規定するエレベーターをいう。）のうち、火災時
において、歩行困難者等を避難誘導するために活用するエレベーターで、非常用エレベーターを避難誘導に活用するための建築上の要件に適合するも
のをいう。

水平避難区画

高層建築物等における歩行困難者等に係る避難安全対策　　　　　　　-　西日本防災システム

歩行困難者等

3

2

(1) 一時避難エリアの設置の指導対象

(2) 避難誘導用エレベーターの設置の指導対象

http://www.nbs119.co.jp/
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高層建築物等における歩行困
難者等に係る避難安全対策
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（１）　水平・垂直避難対策

（2）　一時避難エリアに至る避難経路上のバリアフリー化対策

（3）　避難誘導対策

（4）　消防活動支援対策

（１）　設置又は変更する場合

（2）　運用を開始する場合

http://www.nbs119.co.jp/
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第1　一時避難エリアの構造、設備等　　（図1参照）

一時避難エリアの条件

一時避難エリア 機械排煙 常時閉鎖式不燃扉 常時閉鎖式特定防火設備

防火区画
不燃区画 常時閉鎖式防火設備

別紙1
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図2参照

図 2 歩行困難者等が使いやすい取っ手の形状例

1　構　造 2　配　置

3　設備等の配置

(a) 　棒状 (b) 　プッシュプルハンドル (c) 　パニック
バー

(d)  レバーハンドル

http://www.nbs119.co.jp/
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4　標識の配置

（１）　一時避難エリアである旨を示す標識

図 3

一時避難エリア標識及び補足表示板

図 4

一時避難エリアである旨を記した文字板の例

http://www.nbs119.co.jp/
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5　その他

（2）　一時避難エリアへ誘導する標識

図 5

一時避難エリア通路標識及び補足表示板

図 6

階段用車椅子の例

http://www.nbs119.co.jp/
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第2　一時避難エリアに隣接する安全区画等

1　安全区画

2　水平避難区画

(1)　構造

(2)　排煙設備の設置

(3)　その他

(1)　構造

(2)　排煙設備の設置

(3)

http://www.nbs119.co.jp/
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図 7 水平避難区画の相互間に設ける防火設備（くぐり戸無し）の例

図 8 水平避難区画の相互間に設ける防火設備（くぐり戸有り）の例

図 9 水平避難区画を用いて一時避難エリアを設定する例

《　病院に設定する例　》

図 7

(4)　その他
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第3　その他
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非常用エレベーターを避難誘導に活用するための建築上の要件

第1　避難誘導用エレベーターの構造、設備等

第2　乗降ロビー

別紙2

図1 避難誘導用エレベーター標識及び補足表示板

図2 避難誘導用エレベーターである旨を記した文字板の例

1　構造、配置、設備とうの要件

2　径路等

3　標識の設置

http://www.nbs119.co.jp/
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西日本防災システム

　技術基準-　西日本防災システム

第3　設置台数

第4　その他
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高層建築物等における歩行困難者等の避難誘導に係る自衛消防活動基準

西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

http://www.nbs119.co.jp/

第1　基本的な考え方

第2　適用範囲

第3　活動概要

第4　歩行困難者等に係る避難誘導の手順

別紙3

1　自衛消防活動の構成

2　　活動方針

1　対象とする防火対象物

2　対象とする災害

3　適用時期

1　火災発生のおそれの覚知

2　火災の断定

3　一時避難エリアへの避難誘導 （ 水平避難）

http://www.nbs119.co.jp/
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4　歩行困難者等の振り分け及び一時避難エリアにおける活動

5　水平避難の完了の確認

6　一時避難エリア等に待機する歩行困難者等の把握

7　自衛消防体長への報告

8　歩行困難者等の救出 （垂直避難）

http://www.nbs119.co.jp/
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第5　指導上の留意事項

第6　その他

9　消防体への引継ぎ

http://www.nbs119.co.jp/
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別図1 自衛消防活動の概要
別図2 避難誘導用EVを活用した場合の活動時系列　（例）

http://www.nbs119.co.jp/
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　技術基準-　西日本防災システム

西日本防災システム
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高層建築物等における歩行困
難者等に係る避難安全対策

別表1 避難誘導用エレベーターの設置時に必要な図書
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別表2 避難誘導用エレベーター等の変更時に必要な図書

別表3
避難誘導用エレベーターの運用開始時に必要な図書

http://www.nbs119.co.jp/
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見本 見本

別記様式第1号 別記様式第2号
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難者等に係る避難安全対策

見本

見本

別記様式第3号 別記様式第4号

http://www.nbs119.co.jp/


25

西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

http://www.nbs119.co.jp/ 弊社top pageへ

　技術基準-　西日本防災システム
高層建築物等における歩行困
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見本

様式第12号 (第37条関係） 検査結果通知書
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　技術基準-　西日本防災システム
高層建築物等における歩行困

難者等に係る避難安全対策

一時避難エリア

避難誘導用

歩行困難者等

自衛消防隊
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